
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  住宅取得等資金の贈与の改正 

Ｑ：今年の税制改正では、住宅取得等資金

の贈与の取扱いが変わるとか。どのようにな

るのですか？  

 

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

今年度の税制改正では、住宅取得等資金の贈

与の取扱いが大幅に拡充され、適用期限も平成

23年末まで延長されることとなっています。概

要は次のとおりです。 

①  直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け

た場合の非課税措置の改正 

イ.現行500万円の非課税限度額が次のよう

に引上げられます。 

 (イ)平成22年中に住宅取得等資金の贈与

を受けた者･･･1,500万円 

 (ロ)平成23年中に住宅取得等資金の贈与

を受けた者･･･1,000万円 

ロ.適用対象となる者は、贈与を受けた年の

合計所得金額が2,000万円以下の者に限る 

ハ.適用期限が平成23年12月31日（現行は平

成22年12月31日）までとなる 

ニ.この改正は、平成22年１月１日以後に取

得する住宅取得等資金の贈与に適用され

る。ただし、平成22年中の贈与については、

改正前の制度と選択適用ができる。 

② 住宅取得等資金に係る相続税精算課税制度

の特例（特別控除の1,000万円の上乗せ）が

廃止となり、年齢要件の特例の適用期限が２

年延長される。 

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

Ａ 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１０年）平成２２年   月   日 金曜日 ２１ ９

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

3 9 4 1  

 

号 

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

三輪厚二税理士事務所／顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二）

大阪市中央区備後町 2-4-6  TEL：06-6209-7191  WEB：http://www.zeirishi-miwa.co.jp  

お見積り・お問合せ：http://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

http://www.zeirishi-miwa.co.jp/
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/index.html
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html

